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留意事項

➢ この資料は「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）」の内容について

まとめたものです。

➢ 概要のみを記載していますので、許可等の手続きを行う場合は、

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き（事務手続き 編）」

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引き（技術的基準 編）」

「よくあるQ＆A」

等を必ず参照ください。

➢ この資料では、宮崎県盛土対策課が許可を行う際の考えの一部を示したものです。

許可申請を行う際は、工事等の箇所を所管する行政機関に確認をお願いします。

（※宮崎市内の盛土等に関することは、宮崎市の担当部署へ直接ご連絡ください。）
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用語の定義

用 語 定 義

盛土等規制法 宅地造成及び特定盛土等規制法

省令 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則

細則 宮崎県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更のこと

特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該土地又は
農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きい
もの

土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令第４条で定めるもの
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１ 盛土規制法の主な手続き

許可が必要となった場合、手続きの主な流れは以下のとおりになります。まずは、許可申請に向けて
「事前協議」をお願いします。
※事前協議で来庁される場合は、あらかじめ盛土対策課へご連絡をお願いします。

※本申請の受付から当該申請を許可するまでの標準期間 土地の形質変更：３０日、土石の堆積：１４日
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事前に連絡の上ご持参されるか、メールにて提出をお願いします。

２ 各手続きの概要 （１）申請前

事前協議

➢ 工事の許可申請に先立って、許可申請に必要となる図書一式を準備して事前の協議を行います。

※必要図書が一式揃っていない場合、図面等の技術的な基準の確認のみでも協議は可能です。

※申請後に許可権者、許可担当部署及び手数料の額に関わる面積（盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積）に変更が生じると大

幅な審査工程のやり直しが生じます。

➢ 所有権、地上権等を有する者の全員から同意を取得。

➢ 全員からの同意がない場合は、許可できません。

※土地を共有して所有している場合など、権利を有する者が複
数人いる場合は、全員の同意が必要です。

事前相談

➢ 宅地を造成するための盛土・切土を行う予定がある等、計画されている内容が盛土規制法における許可が必要な

工事であるかどうか等の事前相談を受け付けています。

➢ 事前相談を希望される方は、必要書類を添えて連絡の上ご持参されるか、メールにて提出をお願いします。

※事前相談申出書の詳細については、「Ⅰ概要・規制対象」に記載しています。

土地所有者等の同意

➢ 説明会の開催

➢ 書面の配布

➢ 工事の土地又はその周辺に掲示＋インターネット掲載

※上記のいずれかの方法を用いて工事内容を周知してください。

周辺住民への事前周知
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２ 各手続きの概要 （２）許可申請

許可基準への適合

➢ 住民への周知

当該工事をする土地の周辺地域の住民に対し、工事の内容を周知させ

るための措置を講じる必要があります。

➢ 土地所有者等の同意

当該工事に係る範囲内の土地の所有権、地上権、質権、貸借権、使用

貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する
全ての者の同意を得ておく必要があります。

➢ 工事主の資力・信用

工事主が工事を行うために必要な資力及び信用があることを審査しま

す。

➢ 工事施行者の能力

工事施行者が工事を施工し、完成させるために必要な能力を有してい

ることを審査します。

➢ 宅地造成、特定盛土等に関する工事の技術的基準

災害防止のための安全基準に適合していることを審査します。

知事等の許可

➢ 審査の結果、許可基準に適合していることが確認された場合、許可証を交付します。

➢ 許可証には許可条件・付記事項が記載されていますので、必ずその内容を確認してください。

➢ 許可後、工事主の氏名・盛土等が行われる土地の所在地等を公表します。

➢ 許可申請書の提出は正本・副本の計２部必要です。

➢ 許可申請には手数料が必要です。

※許可申請に必要な図書について詳しくは、「宅地造成及び特定
盛土等規制法に基づく許可申請の手引き【事務手続き編】」を
ご確認ください。

許可申請書の提出
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２ 各手続きの概要 （３）施工中

現場への標識掲示

➢ 工事に着手したときは、工事着手届をすみやかに宮崎県知事へ届け出る必要があります。

工事着手届け

➢ 許可を受けたときは、工事現場の見やすい場所に、当該工事に係る許可を受けている旨の標識を掲示する必要が
あります。

・宅地造成、特定盛土等の場合：省令様式第二十三

・土石の堆積の場合：省令様式第二十四
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２ 各手続きの概要 （３）施工中

定期報告

➢ 一定規模以上の宅地造成・特定盛土等・土石の堆積に関する工事の場合、施行状況に応じて許可日から３ヶ月
ごとに報告が必要です。

➢ 定期報告の提出書類は以下のとおりです。

・宅地造成、特定盛土等の場合：細則様式第十五、工事を行っている写真、報告対象を明示した平面図

・土石の堆積の場合：細則様式第十六、土石の堆積を行っている土地及び周辺の写真

中間検査

➢ 一定規模以上の宅地造成・特定盛土等に関する工事であっ
て、盛土前・切土後の地盤面に暗渠排水管等の排水施設を
設置する場合は、中間検査を受検する必要があります。

➢ 暗渠排水管配置完了から４日以内に中間検査申請書を提出
し、中間検査を受検する必要があります。

➢ 中間検査申請書の受付には手数料が必要です。

➢ 中間検査の結果、工事が盛土規制法の技術的基準に適合し
ていることの確認が完了したときは、合格証を交付します。

※中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後
でなければできません。
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２ 各手続きの概要 （３）施工中

定期報告・中間検査の対象の工事の規模

※盛土前・切土後の地盤面に暗渠排水管等の排水施設を設置しない場合は、中間検査は不要です。（定期報告は
必要です。）

Point
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２ 各手続きの概要 （４）完了

完了検査

➢宅地造成・特定盛土等に関する工事完了後、工事の完了から４日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査

を受検する必要があります。

➢許可の内容に適合しているか書類・現地検査を実施します。完了検査の例（一部）は以下のとおりです。

・許可申請図書と現地が一致しているか（現地検測等）

・盛土は規定の厚さで敷均しされ、ローラー等で十分に締め固められているか（写真確認等）

・安定計算を行った盛土の現場での施工において、安定計算で用いられた設計土質定数を満たしていることを確認しているか

（土質試験等結果の書類確認）

➢完了検査申請の提出書類は以下のとおりです。

・宅地造成、特定盛土等の場合：細則様式第九

検査済証の交付（宅地造成・特定盛土等に関する工事）

➢書類及び現地での検査にて、工事が盛土規制法の技術的基準に適合していることの確認が完了したときは、

検査済証を交付します。

宅地造成・特定盛土等に関する工事
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２ 各手続きの概要 （４）完了

土石の除却の確認申請

➢土石の堆積に関する工事の全ての土石の除却完了後、除却の完了から４日以内に確認申請書を

提出し、土石の除却の確認を受ける必要があります。

（※土石の堆積に関しては、完了検査ではなく確認申請になります。）

➢土石の除却には、省令第32条に規定する構造物（構台等）、省令34条第1項に規定する鋼矢板

等の除却も含みます。

➢確認申請の提出書類は以下のとおりです。

・土石の堆積の場合：細則様式第十一

土石の除却の確認済証の交付

➢書類及び現地での確認にて堆積されていた全ての土石が除却されたと認めるときは、確認済証

を交付します。

土石の堆積に関する工事
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３ 参考資料 （１）許可申請の手引き

➢ 市販の「盛土等防災マニュアルの解説」を宮崎県版許可申請の手引きの【事務手続き編】と
【技術的基準編】に分けて、分かりやすく解説しています。

※許可申請の手引は、県庁ホームページよりダウンロードできます
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３ 参考資料 （２）よくあるQ＆A

➢ 問合せの多い内容についての解説を「よくあるQ＆A」として、県庁ホームページに掲載しています。

※よくあるQ＆Aは、県庁ホームページよりダウンロードできます
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